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令
和
８
年
３
月
定
例
会
日
程

２
月

日

開
会

26

２
月

日

議
案
熟
考

27

２
月

日

議
案
熟
考

28

３
月

日

議
案
熟
考

１

３
月

日

常
任
委
員
会

２

３
月

日

一
般
質
問

３

３
月

日

議
案
熟
考

４

３
月

日

予
算
特
別
委
員
会

５

３
月

日

議
案
審
議

６

本
定
例
会
か
ら
、
一
般
質
問
及
び

予
算
特
別
委
員
会
、
議
決
結
果
を
掲

載
し
ま
す
。

令
和
８
年
第
１
回
新
郷
村
議
会
定

例
会
が
２
月

日
か
ら
３
月
６
日
の

26

９
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
本
定
例
会
で
は
、
議
案

件
が

26

審
議
さ
れ
、
全
て
原
案
ど
お
り
議
決

さ
れ
ま
し
た
。

村
の
山
林
火
災
対
策
に
つ
い
て

問

山
林
火
災
に
向
け
て
、
消
防
団
、

関
係
者
と
対
策
協
議
会
等
の
開
催
を

考
え
て
い
る
の
か
？
そ
れ
は
い
つ
頃

か
？
ま
た
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
消

火
も
考
て
い
る
の
か
？

答

佐
藤
村
長

毎
年
４
月
に
、
県
、
消
防
署
、
警
察

署
、
消
防
団
、
森
林
管
理
署
、
そ
の
他

関
係
団
体
を
交
え
て
、
山
火
事
防
止
対

策
会
議
を
開
催
し
て
い
る
。
ま
た
、
山

火
事
防
止
宣
伝
パ
レ
ー
ド
、
街
頭
指

導
、
公
有
林
野
保
護
監
視
員
に
よ
る
山

林
の
巡
回
及
び
役
場
職
員
に
よ
る
巡

回
広
報
を
実
施
し
て
い
る
。
消
防
団
に

お
い
て
は
、
春
と
秋
に
防
火
広
報
パ
レ

ー
ド
を
実
施
し
て
い
る
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
消
火
に
つ

い
て
は
、
現
場
の
状
況
に
よ
り
必
要
と

判
断
し
た
と
き
は
、
村
か
ら
八
戸
広
域

消
防
長
に
迅
速
に
要
請
を
行
う
。

今
後
も
消
防
署
、
消
防
団
を
中
心
に

関
係
機
関
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
現

地
及
び
図
上
訓
練
を
実
施
し
、
山
林
火

災
の
防
御
に
努
め
る
。

第
１
回
定
例
会
で
は
、
議
員
３
名

が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

内
容
を
要
約
し
て
掲
載
し
ま
す
。

令
和
８
年
度
の
施
策
と
人
口

減
少
対
策
に
つ
い
て

新
郷
村
の
防
災
行
政
無
線
等
の

現
状
と
住
民
へ
の
情
報
伝
達
に

つ
い
て

１２

問
２

現
在
、
防
災
無
線
が
聞
こ
え
な

い
、
或
い
は
聞
こ
え
づ
ら
い
こ
と
に
対

す
る
対
策
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
？

ま
た
、
今
後
の
対
策
は
？

答

横
道
総
務
課
長

個
別
受
信
機
の
設
置
が
３
件
、
ス
ピ

ー
カ
ー
の
新
設
、
向
き
の
調
整
、
延
長

が
各
１
件
、
計
６
件
で
対
策
済
み
と
な

問
１

村
で
は
、
村
内
の
防
災
無
線
が

聞
こ
え
な
い
、
或
い
は
聞
こ
え
づ
ら
い

等
の
地
域
及
び
世
帯
を
把
握
し
て
い

る
の
か
？
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
地
域
及
び
世
帯
数
は
？

答

横
道
総
務
課
長

令
和
３
年
の
デ
ジ
タ
ル
化
以
降
、
こ

れ
ま
で
９
件
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い

た
。
特
定
の
地
域
や
集
落
で
は
な
く
、

ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
の
距
離
が
遠
い
、
集

落
の
中
心
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
の
方

か
ら
と
な
っ
て
い
る
。

問
３

防
災
行
政
無
線
と
新
郷
村
の

公
式
ラ
イ
ン
と
の
連
動
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
？

答

横
道
総
務
課
長

現
状
別
々
の
運
用
と
な
っ
て
い
る
。

一

般

質

問

意
見

消
火
栓
、
ま
た
は
グ
ラ
ウ
ン

ド
内
の
点
検
、
村
内
に
３
箇
所
あ
る

ダ
ム
、
水
位
の
確
認
、
周
囲
の
点
検
が

必
要
だ
と
考
え
る
。

着
予
定
。
今
年
の
初
め
に
意
向
調
査
を

実
施
し
た
結
果
、

人
（
※
）
が
利
用

10

を
予
定
し
て
い
る
。

４
月
か
ら
９
月
ま
で
を
ト
ラ
イ
ア

ル
期
間
と
し
、
そ
の
後
再
検
討
し
て
、

月
か
ら
ま
た
改
め
て
懇
談
の
場
を

10持
つ
。

※
現
在
の
申
込
者
数
は

人
と
な
っ
て

17

い
る
。

っ
て
い
る
。
未
対
応
３
件
の
う
ち
２
件

に
つ
い
て
は
、
家
屋
内
の
環
境
（
テ
レ

ビ
音
等
）
の
影
響
の
た
め
様
子
を
見
て

い
る
。
残
り
１
件
に
つ
い
て
は
、
対
策

を
検
討
し
て
い
る
。

ま
た
、
聞
き
逃
し
サ
ー
ビ
ス
、
防
災

無
線
電
話
応
答
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
を

し
て
い
る
。

問
４

防
災
行
政
無
線
、
公
式
ラ
イ
ン

の
ほ
か
、
住
民
へ
の
情
報
伝
達
手
段
と

し
て
ど
の
様
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
の
か
？
ま
た
、
今
後
新
た
な
方
法
を

考
え
て
い
る
か
？

答

横
道
総
務
課
長

防
災
情
報
に
つ
い
て
は
八
戸
圏
域

連
携
中
枢
都
市
圏
で
運
用
し
て
い
る

「
ほ
っ
と
ス
ル
メ
ー
ル
」
へ
の
登
録
を

呼
び
か
け
て
い
る
。

ま
た
、
災
害
発
生
時
や
緊
急
時
に

は
、
一
人
暮
ら
し
や
高
齢
世
帯
を
中
心

に
、
職
員
や
消
防
団
員
等
が
直
接
電
話

等
で
連
絡
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
訪
問

し
、
情
報
の
伝
達
や
安
否
確
認
等
を
行

っ
て
い
る
。
今
後
も
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

用
い
て
村
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
し

稲葉嘉浩 議員

連
携
し
な
が
ら
の
対
処
は
も
ち
ろ
ん

だ
が
、
被
害
予
防
の
点
で
担
当
者
の
配

置
も
含
め
対
策
の
強
化
を
し
て
い
く
。

本
村
で
の
新
規
開
業
や
既
存
事
業

者
の
新
し
い
事
業
な
ど
の
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
支
援
と
し
て
、
新
郷
村
ス
モ
ー

ル
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
事
業
を
始
め
る
。

村
の
交
通
に
関
し
て
は
、
村
地
域
公

共
交
通
協
議
会
を
再
度
立
ち
上
げ
、
住

民
の
生
活
に
、
よ
り
便
利
な
も
の
を
構

築
し
て
い
く
。

昨
年
の
大
雨
被
害
に
よ
る
国
道
４

５
４
号
の
通
行
止
め
に
つ
い
て
は
、
今

年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
前
に
片

側
通
行
が
可
能
に
な
る
た
め
の
工
事

予
定
が
組
ま
れ
て
い
る
。

佐藤泰司 議員 青森県防災ヘリコプターしらかみ
（出典：『青森県防災ヘリコプター

「しからみ」運航の手引』）

高校生通学バス

才神幸男 議員

問
１

令
和
８
年
度
の
村
長
最
優
先

課
題
の
施
策
は
？

答

佐
藤
村
長

高
校
生
通
学
バ
ス
の
運
行
は
４
月

よ
り
始
め
る
。

有
害
鳥
獣
に
つ
い
て
、
県
や
国
と
も

問

人
口
減
少
に
対
し
て
、
村
に
ゆ
か

り
の
あ
る
方
を
呼
び
戻
す
体
制
作
り

も
必
要
だ
と
思
う
が
村
長
の
考
え

は
？

答

佐
藤
村
長

Ｕ
タ
ー
ン
の
促
進
、
そ
し
て
定
住
化

の
た
め
に
は
、
や
は
り
住
ん
で
良
か
っ

た
と
思
え
る
村
に
し
て
い
く
の
が
大

前
提
だ
と
考
え
る
。

問
２

人
口
減
少
対
策
に
つ
い
て
は
？

答

佐
藤
村
長

人
口
減
少
が
進
ん
だ
将
来
の
村
が

ど
う
あ
る
べ
き
か
考
え
、
今
後
も
議
員

と
村
民
の
皆
様
、
そ
し
て
関
係
者
の

方
々
の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
村
づ
く

り
の
設
計
も
同
時
に
進
め
る
。

問

高
校
生
通
学
バ
ス
の
発
着
は
？

何
人
く
ら
い
乗
っ
て
行
く
の
か
？

答

松
原
企
画
商
工
観
光
課
長

新
郷
診
療
所
６
時

分
発
予
定
。

15

そ
こ
か
ら
西
越
郵
便
局
前
６
時

分
25

発
予
定
。
浅
水
、
扇
田
を
経
由
し
、
八

戸
駅
西
口
ロ
ー
タ
リ
ー
に
７
時
５
分
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予
算
特
別
委
員
会

３
月
５
日
の
予
算
特
別
委
員
会
で

は
、
佐
藤
泰
司
委
員
長
の
議
事
進
行

に
よ
り
、
令
和
８
年
度
当
初
予
算
案

に
つ
い
て
審
査
し
ま
し
た
。
そ
の
内

容
を
一
部
掲
載
し
ま
す
。

★
予
算
特
別
委
員
会
と
は

村
の
当
初
予
算
に
つ
い
て
審
査
す

る
た
め
に
、
議
員
全
員
を
も
っ
て
構

成
さ
れ
る
委
員
会
の
こ
と
。

て
い
く
。

▼
温
泉
事
業
管
理
運
営
費
及
び
農
林
水
産
費

問

各
補
助
金
の
期
限
付
け
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
？

答

佐
藤
村
長

補
助
金
等
の
期
限
に
つ
い
て
は
、

現
状
を
調
べ
な
が
ら
、
検
討
を
重
ね

て
い
き
た
い
。

▼
高
校
通
学
ス
ク
ー
ル
バ
ス

問

運
用
費
は
？

答

松
原
企
画
商
工
観
光
課
長

企
画
総
務
費
に
給
料
や
期
末
勤
勉

手
当
等
、
教
育
費
に
燃
料
費
を
計
上

し
て
い
る
。
合
わ
せ
て
年
２
５
０
万

か
ら
３
０
０
万
円
あ
れ
ば
十
分
だ
と

考
え
て
い
る
。

▼
地
域
商
工
業
総
合
振
興
事
業
補
助
金

問

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
に
対
す
る

五
戸
町
と
の
出
資
割
合
は
？

答

松
原
企
画
商
工
観
光
課
長

商
工
会
と
協
議
の
上
、

％
を
切

１０

る
と
こ
ろ
ま
で
割
合
を
減
ら
し
て
い

る
。

▼
民
生
費

社
会
福
祉
総
務
費

問

社
会
福
祉
協
議
会
の
事
業
内
容
は
？

答

保
土
沢
厚
生
課
長

令
和
７
年
度
か
ら
、
県
老
人
ク
ラ

【
一
般
会
計
】

▼
に
ん
に
く
セ
ン
チ
ュ
ウ
防
除
対
策

事
業
費
補
助

問

昨
年
度
の
利
用
実
績
は
？

答

高
見
農
林
課
長

戸
数
及
び
面
積
は
減
少
し
て
い

る
。
令
和
７
年
度
の
実
績
は
戸
数
26

【
一
般
会
計
】

▼
温
泉
館
食
堂
運
営
助
成
金

問

昨
年
度
と
同
額
の
理
由
は
？

答

松
原
企
画
商
工
観
光
課
長

老
朽
化
に
よ
る
急
な
休
み
や
入
場

者
数
の
増
減
も
加
味
し
て
、
昨
年
度

と
同
様
と
し
て
い
る
。

▼
路
線
バ
ス
等
運
行
業
務
委
託
料

問

み
ず
ば
し
ょ
う
号
に
つ
い
て
、

通
学
の
た
め
の
子
ど
も
を
除
い
た

４ ３

一
般
の
利
用
者
数
は
？

答

松
原
企
画
商
工
観
光
課
長

だ
い
た
い
３
人
か
ら
４
人
程
度
と

理
解
し
て
い
る
。

意
見

３
人
か
ら
４
人
し
か
乗
っ
て

い
な
い
現
状
を
踏
ま
え
て
、
交
通
網

全
体
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

▼
道
路
維
持
費

道
路
改
良
事
業
費

問

維
持
費
や
改
良
費
が
減
額
さ
れ

て
い
る
の
は
な
ぜ
か
？

答

福
山
建
設
課
長

工
事
に
関
し
て
は
、
順
位
を
付
け

て
行
っ
て
お
り
、
国
の
補
助
金
等
を

見
な
が
ら
進
め
て
い
る
。

意
見

な
る
べ
く
住
民
か
ら
苦
情
が

来
な
い
よ
う
に
、
し
っ
か
り
見
回
り

し
て
直
す
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た

い
。

▼
体
育
施
設
費

問

プ
ー
ル
の
循
環
濾
過
機
の
交
換

は
な
ぜ
か
？

答

横
沢
教
育
委
員
会
総
務
課
長

部
分
的
に
壊
れ
て
い
る
も
の
を
継

続
し
て
使
用
し
て
き
た
が
、
劣
化
等

が
著
し
い
こ
と
か
ら
、
全
部
交
換
の

た
め
の
予
算
を
計
上
し
て
い
る
。

稲
葉

嘉
浩

委
員

戸
。
予
算
４
０
０
万
円
を
計
上
し
て

満
額
補
助
し
て
い
る
。

▼
消
防
費

消
防
団
員
出
動
報
酬

問

増
額
の
理
由
は
？

答

横
道
総
務
課
長

令
和
８
年
度
に
三
八
地
区
の
消
防

操
法
大
会
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
た
め
、
出
動
分
団
へ
の
報
酬
を
計

上
し
て
い
る
。

▼
消
防
費

備
品
購
入
費

問

増
額
の
内
訳
は
？

答

横
道
総
務
課
長

新
入
団
員
の
活
動
服
等
一
式
５
人

分
を
計
上
し
て
い
る
。

才
神

幸
男

委
員

【
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
】

▼
診
療
収
入

問

国
民
健
康
保
険
診
療
報
酬
収

入
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
収
入
、
後

期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
収
入
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
？

答

長
峯
診
療
所
事
務
長

令
和
６
年
度
と
令
和
７
年
度
で
比

較
し
て
患
者
数
が
１
４
０
人
減
と
な

っ
て
い
る
た
め
、
診
療
報
酬
収
入
の

減
少
を
見
込
ん
で
予
算
を
計
上
し

た
。

問

診
療
収
入
が
前
年
度
比
５
％
増

と
な
っ
て
い
る
理
由
は
？

答

長
峯
診
療
所
事
務
長

令
和
７
年
度
か
ら
開
始
し
た
帯
状

疱
疹
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
が
増
と
な
っ

て
い
る
た
め
。

ブ
連
合
会
か
ら
の
委
託
を
受
け
、
高

齢
者
の
移
送
支
援
事
業
を
実
施
し
て

い
る
。
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
会
員

が
講
習
を
受
け
運
転
手
と
し
て
登
録

し
、
村
内
の
高
齢
者
の
移
動
を
支
援

し
て
い
る
。
来
年
度
は
、
よ
り
使
い

や
す
い
も
の
に
す
る
た
め
の
検
討
を

重
ね
て
い
く
。

▼
商
工
費

間
木
ノ
平
グ
リ
ー
ン
パ

ー
ク
指
定
管
理
料

問

ふ
る
さ
と
活
性
化
公
社
の
在
り

方
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
？

答

佐
藤
村
長

今
後
し
っ
か
り
現
状
を
把
握
し
な

が
ら
数
字
を
算
出
し
、
改
善
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
様
々
な
対

策
を
考
え
検
討
し
な
が
ら
進
め
て
い

き
た
い
。

【
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
】

▼
繰
入
金

問

前
年
度
予
算
よ
り
減
少
し
て
い

る
の
は
な
ぜ
か
？

答

平
葭
住
民
課
長

令
和
７
年
度
、
国
民
健
康
保
険
の

税
率
改
正
を
行
い
、
保
険
税
収
入
が

増
え
た
た
め
、
基
金
繰
入
金
の
繰
入

額
が
減
少
し
た
。

【
一
般
会
計
】

▼
温
泉
事
業
管
理
運
営
費
の
燃
料
費

問

薪
と
重
油
の
使
用
割
合
は
？

答

松
原
企
画
商
工
観
光
課
長

薪
代
８
０
０
万
円
、
重
油
・
灯
油

７
０
０
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

問

薪
の
値
上
が
り
は
あ
っ
た
か
？

答

松
原
企
画
商
工
観
光
課
長

人
件
費
の
高
騰
や
輸
送
等
に
関
し

て
、
若
干
値
上
が
り
し
て
い
る
。

問

今
後
、
原
油
等
の
値
上
が
り
が

予
想
さ
れ
る
。
薪
を
燃
や
し
た
時
に

ど
れ
く
ら
い
の
量
で
ど
れ
く
ら
い
の

お
湯
を
沸
か
せ
る
か
、
計
算
し
て
や

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
が
、
ど
う
考
え
る
か
？

答

佐
藤
村
長

数
字
を
捉
え
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら

い
ろ
い
ろ
対
策
を
練
っ
て
い
き
た

い
。 滝

沢

仁

委
員

【QRコードで登録】

▶LINEホーム

▶友達追加

▶QRコード読み取り

【IDで登録】

▶LINEホーム

▶友達追加

▶ID検索

＠shingo450

問

実
態
調
査
と
い
う
こ
と
で
全
世

帯
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
て
み
て
は

ど
う
か
？

答

横
道
総
務
課
長

ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
実
態
調
査
に
つ

い
て
は
、
今
後
住
民
か
ら
の
意
向
も
踏

ま
え
て
検
討
し
て
い
く
。

問

防
災
無
線
が
流
れ
た
と
同
時
に

公
式
ラ
イ
ン
に
同
じ
様
な
情
報
が
流

れ
る
よ
う
な
方
法
は
と
れ
な
い
の

か
？

答

横
道
総
務
課
長

こ
の
度
、
所
属
課
の
各
課
長
の
決
裁

に
よ
り
発
信
で
き
る
よ
う
に
運
用
を

変
更
し
て
い
る
。

問

公
式
ラ
イ
ン
と
防
災
無
線
電
話

応
答
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
を
ど
の
よ
う

に
進
め
る
の
か
？

答

横
道
総
務
課
長

村
に
デ
ジ
タ
ル
相
談
員
を
配
置
し

て
お
り
、
週
に
２
回
、
相
談
室
で
デ
ジ

タ
ル
に
関
す
る
相
談
を
受
け
て
い
る
。

聞
き
逃
し
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、

改
め
て
チ
ラ
シ
等
を
配
布
し
て
周
知

に
努
め
る
。



令和８年第１回定例会 議決結果一覧

編

集

後

記

桜
の
開
花
が
始
ま
り
ま
し
た
。
皆
さ
ん

は
花
見
に
出
か
け
ま
し
た
か
。

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
。
八
戸
広
域
消
防
本
部
で
、
４
月
１
日

か
ら
、
林
野
火
災
注
意
報
及
び
警
報
の
運

用
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
屋
外

で
の
火
の
使
用
が
制
限
さ
れ
、
違
反
す
る

と
罰
金
、
ま
た
拘
留
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

そ
う
で
す
。
火
の
取
扱
い
に
は
十
分
気
を

つ
け
ま
し
ょ
う
。

私
た
ち
広
報
委
員
は
、
毎
年
青
森
市
で

行
わ
れ
る
広
報
研
修
会
に
参
加
し
、
広
報

を
通
し
て
、
議
員
活
動
が
皆
さ
ん
に
わ
か

り
や
す
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て

お
り
ま
す
。

本
誌
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

新
郷
村
広
報
編
集
委
員
会

委
員

才
神

幸
男

会

議

録

議
会
の
内
容
を
記
録
し
て

い
る
『
会
議
録
』
を
村
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。（
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。）

今
号
の
内
容
に
つ
い
て
は

３
ヶ
月
後
に
掲
載
予
定
で

す
。

議
会
の
傍
聴

議
会
開
会
中
は
ど
な
た
で

も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

次
の
議
会
は
６
月
予
定
で

す
。
詳
細
は
決
定
次
第
、
村
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
い
た
し

ま
す
。

議案番号 件 名 議決月日 質疑 議決結果

議案

第 2号

議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について

※議会の議員の旅費及び費用弁償について、原則として現に支払った金額に基づき支給することとする等の

ため、青森県の旅費条例の改正に倣い、条例を改正するもの。

3月 6日 原案可決

議案

第 3号

特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について

※特別職の職員等で非常勤のものの旅費及び費用弁償について、原則として現に支払った金額に基づき支給

することとする等のため、青森県の旅費条例の改正に倣い、条例を改正するもの。

3月 6日 原案可決

議案

第 4号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例案について

※特別職の職員で常勤のものの旅費及び費用弁償について、原則として現に支払った金額に基づき支給する

こととする等のため、青森県の旅費条例の改正に倣い、条例を改正するもの。

3 月 6日 原案可決

議案

第 5号

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例案について

※職員の旅費及び費用弁償について、原則として現に支払った金額に基づき支給することとする等のため、

青森県の旅費条例の改正に倣い、条例を改正するもの。

3 月 6日 原案可決

議案

第 6号

新郷村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について

※会計年度任用職員の旅費及び費用弁償について、原則として現に支払った金額に基づき支給することとす

る等のため、青森県の旅費条例の改正に倣い、条例を改正するもの。

3 月 6日 原案可決

議案

第 7号

新郷村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例案について

※新郷村消防団員の旅費及び費用弁償について、原則として現に支払った金額に基づき支給することとする

等のため、青森県の旅費条例の改正に倣い、条例を改正するもの。

3 月 6日 原案可決

議案

第 8号

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について

※青森県人事委員会からの職員の給与に関する報告及び勧告に基づき、通勤手当の額等を改定するもの。 3 月 6日 原案可決

議案

第 9号

新郷村道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案について

※道路法施行令の改正により道路占用料の改正を行うもの。 3 月 6日 原案可決

議案

第 10 号

新郷村出産祝金の支給に関する条例の一部を改正する条例案について

※支給額を一律に変更するもの。 3 月 6日 原案可決

議案

第 11 号

新郷村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について

※乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令に伴い、関係法令等の改正を行

うもの。

3 月 6日 原案可決

議案

第 12 号

新郷村公の施設に係る指定管理者の指定について

※新郷村公の施設について、地方自治法第 244 条の 2 第 6項の規定により、指定管理者を指定するためのもの。 3 月 6日 原案可決

議案

第 13 号

田子高原広域事務組合規約の変更について

※田子高原広域事務組合における関係町村の分担金算出項目基礎の一部を見直すとともに、将来の財政需要に

向けた基金積立に関する支弁方法の整備を行うため、議会の議決を要するもの。

3 月 6日 原案可決

議案

第 14 号

令和 7年度新郷村一般会計補正予算（第 9号）案について

※歳入歳出それぞれ１億 7,932 万円を減額。歳入歳出予算の総額を 29 億 6,179 万 7千円とするもの。 3 月 6日 原案可決

議案

第 15 号

令和 7年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第 4号）案について

※歳入歳出それぞれ 108 万 7千円を減額。歳入歳出予算の総額を 3億 7,896 万円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 16 号

令和 7年度新郷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4号）案について

※歳入歳出それぞれ 146 万 1千円を追加。歳入歳出予算の総額を 9,607 万 9 千円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 17 号

令和 7年度新郷村介護保険特別会計補正予算（第 4号）案について

※歳入歳出それぞれ 3,659 万 1 千円を減額。歳入歳出予算の総額を 4億 9,454 万 2 千円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 18 号

令和 7年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第 4号）案について

※歳入歳出それぞれ 269 万 8千円を減額。歳入歳出予算の総額を 1億 368 万 2 千円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 19 号

令和 7年度新郷村簡易水道事業会計補正予算（第 4号）案について

※収益的収入及び支出の予定額からそれぞれ 24 万円を減額。一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を

4,370 万 5 千円とするもの。

3月 6日 原案可決

議案

第 20 号

令和 7年度新郷村下水道事業会計補正予算（第 3号）案について

※収益的収入及び支出の予定額からそれぞれ 20 万円を減額。一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を

9,460 万 2 千円とするもの。

3月 6日 原案可決

議案

第 21 号

令和 8年度新郷村一般会計予算案について

※歳入歳出予算の総額を 27億 3,868 万 6千円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 22 号

令和 8年度新郷村国民健康保険特別会計予算案について

※歳入歳出予算の総額を 3億 4,775 万 9 千円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 23 号

令和 8年度新郷村後期高齢者医療特別会計予算案について

※歳入歳出予算の総額を 9,772 万 4千円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 24 号

令和 8年度新郷村介護保険特別会計予算案について

※歳入歳出予算の総額を 4億 7,760 万 6 千円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 25 号

令和 8年度新郷村国民健康保険診療所特別会計予算案について

※歳入歳出予算の総額を 1億 812 万円とするもの。 3月 6日 原案可決

議案

第 26 号

令和 8年度新郷村簡易水道事業会計予算案について

※収益的収入及び支出の予定額 1億 778 万 8 千円。資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入で

1,646 万 5 千円、資本的支出で 2,951 万円。一般会計から補助を受ける金額 3,435 万 1 千円とするもの。

3月 6日 原案可決

議案

第 27 号

令和 8年度新郷村下水道事業会計予算案について

※収益的収入及び支出の予定額 1億 9,548 万 6 千円。資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入

3,863 万 3 千円、資本的支出 7,230 万円。一般会計から補助を受ける金額 8,763 万 3 千円とするもの。

3月 6日 原案可決

議
員
活
動
報
告

各
種
研
修
会
や
委
員
会
の
所
管
事
務

調
査
等
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

編

集

委

員

委

員

長

稲
葉

嘉
浩

副
委
員
長

佐
藤

泰
司

委

員

福
山

惠
一
郎

委

員

才
神

幸
男

次
回
の
議
会
だ
よ
り

令
和
８
年
７
月
発
行
予
定
。

令和８年１月２８日

臨時会までの内容を

掲載しています。

青
森
県
町
村
議
会
議
長
会
定
期
総
会

２
月

日
、
青
森
市
に
お
い
て
開
催

27

さ
れ
た
青
森
県
町
村
議
会
議
長
会
第

回
定
期
総
会
に
議
長
が
出
席
し
ま

76し
た
。

三
戸
郡
町
村
議
会
議
長
会
定
期
総
会

２
月

日
、
三
戸
町
に
お
い
て
三
戸

16

郡
町
村
議
会
議
長
会
定
期
総
会
が
開

催
さ
れ
、
議
長
が
出
席
し
ま
し
た
。

第
１
回
臨
時
会

令
和
８
年
１
月

日
、
第
１
回
新

28

郷
村
議
会
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
議

案
１
件
に
つ
い
て
、
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

◆
議
案
第
１
号

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

８
号
）
案
に
つ
い
て

補
正
額
（
増
額
）

８
３
６
９
万
４
千
円

〔
主
な
歳
入
〕

重
点
支
援
地
方
交
付
金

６
０
４
３
万
６
千
円

〔
主
な
歳
出
〕

物
価
高
騰
対
策
支
援
給
付
金

３
９
７
８
万
円

第
２
回
臨
時
会

令
和
８
年
３
月

日
、
第
２
回
新

23

郷
村
議
会
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、
議

案
１
件
に
つ
い
て
、
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

６ ５

◆
議
案
第

号
28

新
郷
村
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

案
に
つ
い
て

〔
内
容
〕

現
行
の
新
郷
村
過
疎
地
域
持
続
的

発
展
計
画
が
令
和
８
年
３
月

日
を

31

も
っ
て
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
計
画
の

見
直
し
を
行
い
、
令
和
８
年
度
か
ら
令

和

年
度
ま
で
の
５
年
間
を
計
画
期

12
間
と
す
る
新
た
な
計
画
を
策
定
す
る

も
の
。


